
随 意 契 約 に お け る 参 加 者 の 有 無 を 確 認 す る 公 募 手 続 の 実 施 に つ

い て （ 公 告 ）  

随 意 契 約 に お け る 参 加 者 の 有 無 を 確 認 す る 公 募 手 続 に つ い て 次 の と

お り 公 告 す る 。  

  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ４ 月 ２ ０ 日  

 

柏 崎 市 副 市 長  西  巻  康  之     

 

 

 

１  公 募 の 趣 旨  

本 事 業 は 、子 育 て 世 帯 へ の 周 知 の た め に 、本 市 の 子 育 て 支 援 情 報 な

ど を ま と め た 冊 子「 柏 崎 市 子 育 て ガ イ ド ブ ッ ク 」を 官 民 協 働 に よ り 発

行 す る も の で あ り 、事 業 内 容 の 特 殊 性 と こ れ ま で の 実 績 を 踏 ま え 、特

定 の 者 を 相 手 方 と す る 契 約 手 続 を 行 う 予 定 と し て い る 。つ い て は 、こ

の 契 約 手 続 を 行 う に 当 た り 、当 該 特 定 の 者 以 外 の 者 で 下 記 の 公 募 要 件

を 満 た し 、本 業 務 の 実 施 を 希 望 す る 者 の 有 無 を 確 認 す る 目 的 で 、参 加

意 思 確 認 申 請 書 の 提 出 を 求 め る 公 募 を 実 施 す る も の で あ る 。  

公 募 の 結 果 、応 募 者 が い な い 場 合 、応 募 者 が あ っ て も 項 番 ４ の 公 募

要 件 を 満 た す と 認 め ら れ る 者 が い な い 場 合 又 は 公 募 要 件 を 満 た す と

認 め ら れ る 者 が 全 て 辞 退 し た 場 合 は 、特 定 の 者 と の 随 意 契 約 の 手 続 に

移 行 す る 。  

な お 、公 募 要 件 を 満 た す と 認 め ら れ る 者 が い る 場 合 は 、指 名 競 争 入

札 、見 積 合 せ 又 は 企 画 競 争（ 以 下「 指 名 競 争 入 札 等 」と い う 。）を 実 施

す る 。  

２  請 負 契 約 等 の 概 要  

⑴  件 名 及 び 数 量  柏 崎 市 広 告 入 り 子 育 て ガ イ ド ブ ッ ク 無 償 提 供 事   

業 者 等 募 集 事 業  

⑵  登 録 業 種  １ １ ０ 製 作 ・ 作 成 等 － ０ ０ ２ パ ン フ レ ッ ト 等  

⑶  請 負 契 約 等 の 内 容  別 紙 仕 様 書 の と お り  

⑷  履 行 期 間 （ 予 定 ）  契 約 締 結 日 か ら 令 和 １ １ 年 （ ２ ０ ２ ９ 年 ） ３

月 ３ １ 日 ま で  



⑸  履 行 場 所  柏 崎 市 栄 町 地 内  

３  参 加 資 格  

参 加 意 思 確 認 申 請 書 を 提 出 す る 者 は 、次 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 満 た

し て い な け れ ば な ら な い 。  

⑴  地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ）第 １ ６ ７ 条 の ４ の

規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

⑵  本 公 募 に 係 る 参 加 意 思 確 認 申 請 書 提 出 時 点 に お い て 、令 和 ７ 年 度

（ ２ ０ ２ ５ 年 度 ） 及 び ８ 年 度 （ ２ ０ ２ ６ 年 度 ） の 柏 崎 市 物 品 入 札 参

加 資 格 者 名 簿 に お い て 、項 番 ２ の ⑵ に 記 載 の 登 録 業 種 区 分 の 名 簿 に

登 載 さ れ て い る こ と 。  

⑶  過 去 ５ 年 間 に お い て 、官 公 庁 が 募 集 し た 広 告 掲 載 を 伴 う 情 報 誌 の

発 行 業 務 （ 企 画 、 デ ザ イ ン 、 編 集 、 印 刷 、 製 本 等 ） を 行 っ た 実 績 が

あ り 、か つ 、Ｗ Ｅ Ｂ 環 境 を 用 い た 電 子 書 籍 化 を 行 っ た 実 施 が あ る こ

と 。  

４  公 募 要 件  

仕 様 書 に 記 載 の 業 務 が 履 行 可 能 で あ る こ と  

５  手 続 等  

⑴  手 続 に 係 る 書 類 の 配 布 期 間 、 配 布 場 所 及 び 配 布 方 法 等  

ア  配 布 期 間  

令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ４ 月 ２ ０ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ８ 年 （ ２ ０

２ ６ 年 ） ４ 月 ２ ８ 日 （ 火 ）（ 閉 庁 日 を 除 く 。） ま で の 午 前 ９ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま で （ 正 午 か ら 午 後 １ 時 ま で を 除 く 。）  

イ  配 布 場 所  

柏 崎 市 子 ど も 未 来 部 子 育 て 支 援 課  

所 在 地  柏 崎 市 栄 町 １ ８ 番 ２ ６ 号 （ 柏 崎 市 元 気 館 内 ）  

電 話  ０ ２ ５ ７ － ４ ７ － ７ ０ ７ ５ （ 直 通 ）  

ウ  配 布 方 法  

配 布 場 所 に お い て 配 布 す る 。  

エ  配 布 書 類  

参 加 意 思 確 認 申 請 書 、 仕 様 書 及 び 協 定 書 （ 案 ）  

⑵  公 募 に 対 す る 質 問 及 び そ の 回 答  

ア  提 出 期 限  



令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ４ 月 ２ ４ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で  

イ  質 問 方 法  

項 番 ７ に 記 載 の 担 当 課 に 電 子 メ ー ル に よ り 質 問 書（ 様 式 は 任 意 ）

を 提 出 す る 。 提 出 し た 場 合 に は 、 電 話 に よ る 連 絡 を 要 す る 。  

ウ  回 答 方 法  

令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ４ 月 ２ ７ 日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 ま で に 柏 崎

市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 。  

⑶  参 加 意 思 確 認 申 請 書 の 提 出 期 間 、 提 出 場 所 及 び 提 出 方 法  

ア  提 出 期 間  

令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ４ 月 ２ ０ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ８ 年 （ ２ ０

２ ６ 年 ） ４ 月 ２ ８ 日 （ 火 ）（ 閉 庁 日 を 除 く 。） ま で の 午 前 ９ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま で （ 正 午 か ら 午 後 １ 時 ま で を 除 く 。）  

イ  提 出 場 所  

柏 崎 市 子 ど も 未 来 部 子 育 て 支 援 課  

所 在 地  柏 崎 市 栄 町 １ ８ 番 ２ ６ 号 （ 柏 崎 市 元 気 館 内 ）  

ウ  提 出 方 法  

応 募 者 は 、参 加 意 思 確 認 申 請 書 に 公 募 要 件 を 満 た す こ と を 証 す

る 書 類 を 作 成 ・ 添 付 し 、 提 出 期 限 ま で に 直 接 持 参 す る こ と 。  

６  そ の 他  

⑴  参 加 意 思 確 認 申 請 書 が 提 出 期 限 ま で に 到 達 し な か っ た 場 合 は 、無

効 と す る 。  

⑵  市 長 は 、参 加 意 思 確 認 申 請 書 を 提 出 し た 者 に 対 し て 、審 査 結 果 を

通 知 す る 。  

⑶  ⑵ の 通 知 で 、公 募 要 件 を 満 た さ な い と さ れ た 者 は 、通 知 を し た 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て ７ 日 以 内 に 、書 面 に よ り 市 長 に 対 し て 公 募 要 件

を 満 た さ な い と さ れ た 理 由 に つ い て 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。  

⑷  予 算 そ の 他 本 市 の 事 情 に よ り 、当 該 公 募 手 続 又 は 当 該 公 募 手 続 に

よ り 行 う こ と と な っ た 指 名 競 争 入 札 等 を 中 止 す る 場 合 が あ る 。  

７  問 合 せ 先  

柏 崎 市 子 ど も 未 来 部 子 育 て 支 援 課  

所 在 地  柏 崎 市 栄 町 １ ８ 番 ２ ６ 号 （ 柏 崎 市 元 気 館 ）  

電 話  ０ ２ ５ ７ － ４ ７ － ７ ０ ７ ５ （ 直 通 ）  



Ｅ メ ー ル ア ド レ ス  ｋ о ｓ о ｄ ａ ｔ ｅ ＠ ｃ ｉ ｔ ｙ ．ｋ ａ ｓ ｈ ｉ ｗ ａ  

ｚ ａ ｋ ｉ ． ｌ ｇ ． ｊ ｐ  


